
地球的規模の水銀汚染の防止を目的とした「水銀に関する水俣条約」の締結に伴う、廃棄物処理法施行令等の

改正により、水銀使用製品産業廃棄物について新たな対応が必要になりました。また、その後の改正により、対

象となる製品、水銀回収義務付け対象となる製品が追加・修正されました。（平成 31 年３月３日施行） 

  

区分①：水銀使用製品のうち表に掲げるもの 

区分②：①の製品の組込製品（表に×印のあるものに係るものを除く） 

区分③：水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・処理基準の追加 
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情報の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水銀使用製品産業廃棄物について 新たな対応が必要です！ 
 

※No.19「顔料」は、塗布されるものに限り×印に該当 

○対象となる製品 

○必要な措置 



 

水銀使用製品産業廃棄物のうち、表に掲げるもの 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・対象区分②の組込製品例 

 

 

 

 

 

 

 

○水銀回収義務付け対象となる製品 

※対象区分①に該当しない製品は、水銀等の使用に関する 

表示があり、区分③に該当する場合を想定 

※以下は組み込まれていることの判別が難しいため

対象外 

スイッチ及びリレー、蛍光ランプ、HIDランプ、放電

ランプ、弾性圧力計、圧力伝送器、真空計、水銀充満

圧力式温度計、又は周波数標準機の組込製品、顔料が

塗布されたもの 

【お問い合わせ先】大阪府 環境農林水産部 

・泉 州 地 域 以 外：循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 06-6210-9570 
・堺市を除く泉州地域：泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 072-437-2530 
※排出場所が大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市にあ
る場合は各市役所へお問い合わせください。 

 
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/suigin_oshirase.html 

 

製品本体の表示例 

・日本語表記（水銀） 

・化学記号（Hg） 

・英語表記（Mercury） 

・J-Moss 水銀含有表示 

（下図は一例） 

Hg 

○水銀使用製品産業廃棄物の対象判断例 

大阪府 水銀 新たな対応 検索 


